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幸せを 実感し 、    「 みはま」らし く 輝く まち

一人ひと り が、   

経済的な 豊かさ 、健

康、子育て、人と のつ

な がり 、平穏な 暮ら

し な ど 、それぞれが

描く 幸福を 実感でき

るまち。

田舎の小さ な町、のんびりし た

人が多い町、みかんの町、自然

豊かな町、住みやすい町、犯罪

や災害の少ない町、食べ物が

おいし い町など、こ れらすべて

を「 みはまらし さ 」と と ら え、こ

の町に誇り を 持ち 、みんな が

輝いているまち。

基本理念1
　 第１ 部の序論を踏まえ、

今後の新し いまち づく り

の基本理念（ 最も 大切に

するまち づく り の目的）を

右記のと おり 定め、本町

のまち づく り の根幹と な

る考え方とし ます。

　 将来像は、基本理念に

基づき 、本町が1 0 年後に

実現すべき 姿を 示すも の

であり 、今後のまち づく り

の象徴と なるも のです。

　 本計画で は、将来像を

右記のと おり 定め、「 幸せ」

を実感でき 、「 みはま」らし

く 輝く まちを目指します。

将来像2

基 本 理 念

私たち みんなが、町への誇り と 愛着を 大切にし 、

私たち みんな が、主体と なっ て進めるまち づく り

将来像
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一人ひとり が、心身と も に健や

かな状態で、老若男女、誰も が

互いに尊重し 、助け合いながら

安心し て暮ら せるまち づく り の

実現を目指します。

健康・ 安心
01

一人ひとり が、自ら 行動し 、人と

人と のつながり を深め、みんな

で 支え 合う 地域社会を 形成し 、

住民と 行政が一体と なったまち

づく り の実現を目指します。

自立・ 協働
一人ひと り の豊かな暮らし があり

続けるよう 活力に満ちた地域経済

を実現するとともに、すべての人が

自己実現に向けた挑戦ができるま

ちづく り の実現を目指します。

活力・ 挑戦
0302

　 将来像を具現化するためには、住民、企業・ 団体、行政のそれぞれが、次の３ つの価値観を

念頭におきながら 、地域の課題解決を図っていく こと が大切です。

大切にする価値観3
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　 本計画の施策体系は以下のと おり 設定し ます。

施策体系4

私たちみんなが、町への誇り と 愛着を大切にし 、

私たちみんなが、主体と なって進めるまち づく り

一人ひとり が、幸せを実感し 、「 みはま」らし く 輝く まち

１ .健康・ 安心 ２ .自立・ 協働

まちの将来像を実現するために達成すべき基本目標

計画を推進し 、基本目標を達成するための行政運営

大切にする 価値観

将 来 像

基本理念

３ .活力・ 挑戦

行政運営

基本目標

基本目標 2

一人ひと り が
心豊かに輝ける

まちづく り

人権等・ 福祉

基本目標 3

安全・ 安心で
快適に生活でき る

まちづく り

定住基盤・ 生活環境

基本目標 4

活力と 魅力を
生み出す

まちづく り

産業

基本目標 5

と も に学びあい
人と 文化を育む

まちづく り

教育・ 文化・ スポーツ

基本目標 1

誰も が健やかに
暮ら せる

まちづく り

保健・ 医療

充
実
し
た
社
会
保
障
の
実
現

地
域
医
療
の
充
実

　

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
心
の
健
康
づ
く
り
の
推
進

健
康
づ
く
り
・
保
健
活
動
の
推
進

雇
用
対
策
の
推
進

商
工
観
光
業
の
振
興
と
移
住
定
住
の
促
進

林
業
・
水
産
業
の
振
興

農
業
の
振
興

ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
推
進

文
化
芸
術
活
動
の
推
進
と
文
化
遺
産
の
保
存
・
継
承

生
涯
学
習
の
推
進

学
校
教
育
の
充
実
・
青
少
年
の
健
全
育
成

障
が
い
者
（
児
）
福
祉
の
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実

高
齢
者
福
祉
の
充
実

子
育
て
環
境
の
充
実

地
域
福
祉
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進

　

人
権
尊
重
・
平
和
活
動
の
推
進

自
然
環
境
の
保
全
と
脱
炭
素
・
循
環
型
社
会
の
形
成

道
路
・
交
通
網
・
情
報
基
盤
の
整
備

　

調
和
の
と
れ
た
土
地
利
用
と
快
適
な
居
住
環
境
の
整
備

生
活
安
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対
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推
進

人
命
を
守
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危
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管
理
対
策
の
推
進
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行政運営（ 目指すべき行政の姿）

１ . 住民参加のまちづく り の推進　 ２ . 質の高い自治体経営の実現　 ３ . 財政基盤の強化
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　 将来像に掲げるまちを実現し ていく ために、目指すべき基本目標（ まちづく り の柱）と 施策の

方向性を次のと おり 定めます。

基本目標１ 誰も が健やかに暮ら せるまちづく り（ 保健・ 医療）

施 策 の 方 向 性

　 健康であること は、すべての人にとって、「 幸せ」の原点です。

　 生涯にわたり 健康で暮ら せること は、自分と 家族の幸せであると と も に、地域の輝き につながるも の

です。

　 本町では、少子高齢化に加え人口減少が進む中、活力ある地域社会を 支えるため、こ ども から 高齢者

まで 切れ目なく 、住民自ら が健康づく り に取り 組む環境を 整えると と も に、保健・ 福祉・ 医療の連携によ

り 、Io T等の新たな技術も 活用し ながら 、すべての人が生涯にわたり 健康で暮ら せるまち づく り を目指し

ます。

　 また、ラ イフ スタ イルの変化や個人の価値観の多様化などにより 、日常的な生活での悩みやスト レ ス

を感じ ている人が増加傾向にある中、こころ の健康を 維持し 、住み慣れた地域で心豊かに多様性のある

暮らし が継続できる地域づく り を目指し ます。

　 紀南病院を 中心に関係市町や医師会と の連携をより 一層深め、医師等の医療従事者の安定的な確

保、医療機関の役割分担の明確化など、日常の生活圏において必要な医療サービスを受けること ができ

るよう 医療環境の整備、救急医療体制の充実に取り 組みます。

　 住民の誰も が安心し て社会保障が受けら れる 環境を 整えると と も に、制度の適正な運用を 推進し ま

す。また、生活困窮世帯への総合的な支援の充実を図り 、安心し て暮ら せる地域づく り を進めます。

基本目標２ 一人ひとり が心豊かに輝けるまちづく り（ 人権等・ 福祉）

施 策 の 方 向 性

　 一人ひとり の人権が尊重さ れ自分らし く 輝いて暮ら せる社会の実現を目指すと と も に、男女が社会の

対等な構成員とし て、互いにその生き 方を認め合い、いきいきと 暮ら せる男女共同参画社会［ ※］の形成を

進めます。

　 また、世界の恒久平和を願う 住民意識の向上に努めると と も に、地域の国際化に対応し た多文化共生

社会［ ※］の実現を目指し ます。

　 少子高齢化に加え人口減少が進む中、誰も が安心し てこ ども を 産み育てら れるまちづく り の推進のた

め、こ ども と その家庭に対し 、妊娠、出産から 子育てにわたる途切れのない適切な支援と 環境の充実に

取り 組みます。

　 あわせて、こ ども・ 高齢者・ 障がい者などすべての人が地域、暮らし 、生き がいをと も につく り 、高め合

う こと ができる「 地域共生社会」を 実現するため、地域のあら ゆる住民が役割を 持ち 、相互に支え合いな

がら 、自分らし く 活躍できるコミ ュニティ づく り を進めます。

　 さ ら に、家庭や地域社会が抱える課題が複雑化、複合化する 中、高齢者、障がい者、こ ども 、子育て世

帯や生活困窮世帯など 、属性に区切ら れた関わり ではなく 、属性を 超えた包括的な支援体制の構築や

ネット ワーク づく り 、居場所づく り を 促進し 、高齢になっても 、障がいがあっても 、地域の一員であること

を実感できる地域づく り 、安心し て子育てができ 、こ ども たちが健やかに育つ地域づく り を進めます。

基本目標第   章2
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　 将来像に掲げるまちを実現し ていく ために、目指すべき基本目標（ まちづく り の柱）と 施策の

方向性を次のと おり 定めます。

基本目標１ 誰も が健やかに暮ら せるまちづく り（ 保健・ 医療）

施 策 の 方 向 性

　 健康であること は、すべての人にとって、「 幸せ」の原点です。

　 生涯にわたり 健康で暮ら せること は、自分と 家族の幸せであると と も に、地域の輝き につながるも の

です。

　 本町では、少子高齢化に加え人口減少が進む中、活力ある地域社会を 支えるため、こ ども から 高齢者

まで 切れ目なく 、住民自ら が健康づく り に取り 組む環境を 整えると と も に、保健・ 福祉・ 医療の連携によ

り 、Io T等の新たな技術も 活用し ながら 、すべての人が生涯にわたり 健康で暮ら せるまち づく り を目指し

ます。

　 また、ラ イフ スタ イルの変化や個人の価値観の多様化などにより 、日常的な生活での悩みやスト レ ス

を感じ ている人が増加傾向にある中、こころ の健康を 維持し 、住み慣れた地域で心豊かに多様性のある

暮らし が継続できる地域づく り を目指し ます。

　 紀南病院を 中心に関係市町や医師会と の連携をより 一層深め、医師等の医療従事者の安定的な確

保、医療機関の役割分担の明確化など、日常の生活圏において必要な医療サービスを受けること ができ

るよう 医療環境の整備、救急医療体制の充実に取り 組みます。

　 住民の誰も が安心し て社会保障が受けら れる 環境を 整えると と も に、制度の適正な運用を 推進し ま

す。また、生活困窮世帯への総合的な支援の充実を図り 、安心し て暮ら せる地域づく り を進めます。

基本目標２ 一人ひとり が心豊かに輝けるまちづく り（ 人権等・ 福祉）

施 策 の 方 向 性

　 一人ひとり の人権が尊重さ れ自分らし く 輝いて暮ら せる社会の実現を目指すと と も に、男女が社会の

対等な構成員とし て、互いにその生き 方を認め合い、いきいきと 暮ら せる男女共同参画社会［ ※］の形成を

進めます。

　 また、世界の恒久平和を願う 住民意識の向上に努めると と も に、地域の国際化に対応し た多文化共生

社会［ ※］の実現を目指し ます。

　 少子高齢化に加え人口減少が進む中、誰も が安心し てこ ども を 産み育てら れるまちづく り の推進のた

め、こ ども と その家庭に対し 、妊娠、出産から 子育てにわたる途切れのない適切な支援と 環境の充実に

取り 組みます。

　 あわせて、こ ども・ 高齢者・ 障がい者などすべての人が地域、暮らし 、生き がいをと も につく り 、高め合

う こと ができる「 地域共生社会」を 実現するため、地域のあら ゆる住民が役割を 持ち 、相互に支え合いな

がら 、自分らし く 活躍できるコミ ュニティ づく り を進めます。

　 さ ら に、家庭や地域社会が抱える課題が複雑化、複合化する 中、高齢者、障がい者、こ ども 、子育て世

帯や生活困窮世帯など 、属性に区切ら れた関わり ではなく 、属性を 超えた包括的な支援体制の構築や

ネット ワーク づく り 、居場所づく り を 促進し 、高齢になっても 、障がいがあっても 、地域の一員であること

を実感できる地域づく り 、安心し て子育てができ 、こ ども たちが健やかに育つ地域づく り を進めます。

基本目標第   章2
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基本目標３ 安全・ 安心で快適に生活できるまちづく り（ 定住基盤・ 生活環境）

施 策 の 方 向 性

　 台風や集中豪雨による自然災害の激甚化や南海ト ラフ 巨大地震の発生が危惧さ れる中、「 災害発生時

に、誰ひと り 命を 失わない」と いう 目標を 掲げ、国土強靱化の取組を 進めると と も に、住民自ら が自助、

共助の意識を 持って災害に備えること ができるよう 、自主防災組織の育成・ 強化を 図るなど 地域防災力

を高める取組を支援するなど災害に強いまち づく り を進めます。

　 また、犯罪や交通事故を未然に防ぐ ため、地域や関係機関と 連携し 、防犯、交通安全意識を高めると と

も に、多発するネット 犯罪や悪質商法に対する消費者への情報提供を充実するなど、安全、安心な暮らし

の実現を目指し ます。

　 快適に生活できるまち づく り の実現を目指し 、自然と 調和し た持続可能な土地利用と 定住性を高める

居住環境の整備を進めます。

　 さ ら に、暮らし に必要な社会基盤の整備では、住民生活に密着し た生活道路と 地域間を連絡する広域

幹線道路が総合的に機能し 、かつ安全で便利な道路ネット ワークを構築し ます。あわせて、交通事業者と

連携し 、住民生活に必要な移動手段である公共交通ネット ワーク の維持、確保に努めます。加えて、光回

線通信網や５ G ネット ワーク などのICT［ ※］環境の充実に向け、民間事業者等による情報基盤の整備を促

進し ます。

　 豊かな自然環境を 守り 、自然と 共生するまち づく り を 実現するため、住民や事業者がそれぞれの立場

から 環境に優し い活動に取り 組むと と も に、地域に誇り と 愛着が持てる魅力ある景観の保全と 環境美化

運動を 促進し ます。また、３ R［ ※］（ リ デュース・ リ ユース・ リ サイク ル）運動の推進をはじ め、ご み減量化を

推進し 、適切な分別に対する住民意識を高めること で持続可能な循環型社会の構築を目指し ます。

基本目標４ 活力と 魅力を生み出すまちづく り（ 産業）

施 策 の 方 向 性

　「 年中みかんのと れるまち」をキャッ チフレーズに、農家所得の向上を図るため、担い手への農地集積、

後継者確保・ 育成、６ 次産業化、消費者交流や観光資源とし てのみかんの活用など 、基幹産業であるみ

かん栽培の高度化を 促進し ます。さ ら に、生産者、JA 、流通事業者、その他関係団体と 連携し 産地の再

生に取り 組むと と も に、消費の拡大と 地域特産品の町内外における知名度の向上を目指し ます。

　 また、三重く まの森林組合や紀南漁業協同組合と 一層の連携を 図り 、新たな森林経営管理制度に基

づいた林業経営と 森林資源の適切な管理の両立に取り 組むと と も に、水産資源の確保と 水産物の特産

品化を促進すると と も に、水産業関連施設等の環境整備に取り 組みます。

　 自立し た持続可能な地域を 目指し 、「 地域振興のための商工・ 観光」と いう 側面から 、移住定住の促進

や交流人口の増加、人口流出の抑制に必要な経済的な環境を 整えるため、商工関係団体をはじ め多様

な主体と の協働を 主導的に進めると と も に商工観光分野を中心とし た地域ビジョ ンに基づいて、町が担

う べき 役割を 着実に実行し 、地域内の消費拡大、経済循環を 促進し 、事業者の活力を 生み出すまち づく

り を進めます。

　 ハローワーク や南三重地域就労対策協議会と 連携し 、地域の実情に即し た労働、雇用対策に取り 組む

と と も に、多様な人々が安心し て持続的に働ける労働環境の実現を目指し ます。
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基本目標３ 安全・ 安心で快適に生活できるまちづく り（ 定住基盤・ 生活環境）

施 策 の 方 向 性

　 台風や集中豪雨による自然災害の激甚化や南海ト ラフ 巨大地震の発生が危惧さ れる中、「 災害発生時

に、誰ひと り 命を 失わない」と いう 目標を 掲げ、国土強靱化の取組を 進めると と も に、住民自ら が自助、

共助の意識を 持って災害に備えること ができるよう 、自主防災組織の育成・ 強化を 図るなど 地域防災力

を高める取組を支援するなど災害に強いまち づく り を進めます。

　 また、犯罪や交通事故を未然に防ぐ ため、地域や関係機関と 連携し 、防犯、交通安全意識を高めると と

も に、多発するネット 犯罪や悪質商法に対する消費者への情報提供を充実するなど、安全、安心な暮らし

の実現を目指し ます。

　 快適に生活できるまち づく り の実現を目指し 、自然と 調和し た持続可能な土地利用と 定住性を高める

居住環境の整備を進めます。

　 さ ら に、暮らし に必要な社会基盤の整備では、住民生活に密着し た生活道路と 地域間を連絡する広域

幹線道路が総合的に機能し 、かつ安全で便利な道路ネット ワークを構築し ます。あわせて、交通事業者と

連携し 、住民生活に必要な移動手段である公共交通ネット ワーク の維持、確保に努めます。加えて、光回

線通信網や５ G ネット ワーク などのICT［ ※］環境の充実に向け、民間事業者等による情報基盤の整備を促

進し ます。

　 豊かな自然環境を 守り 、自然と 共生するまち づく り を 実現するため、住民や事業者がそれぞれの立場

から 環境に優し い活動に取り 組むと と も に、地域に誇り と 愛着が持てる魅力ある景観の保全と 環境美化

運動を 促進し ます。また、３ R［ ※］（ リ デュース・ リ ユース・ リ サイク ル）運動の推進をはじ め、ご み減量化を

推進し 、適切な分別に対する住民意識を高めること で持続可能な循環型社会の構築を目指し ます。

基本目標４ 活力と 魅力を生み出すまちづく り（ 産業）

施 策 の 方 向 性

　「 年中みかんのと れるまち」をキャッ チフレーズに、農家所得の向上を図るため、担い手への農地集積、

後継者確保・ 育成、６ 次産業化、消費者交流や観光資源とし てのみかんの活用など 、基幹産業であるみ

かん栽培の高度化を 促進し ます。さ ら に、生産者、JA 、流通事業者、その他関係団体と 連携し 産地の再

生に取り 組むと と も に、消費の拡大と 地域特産品の町内外における知名度の向上を目指し ます。

　 また、三重く まの森林組合や紀南漁業協同組合と 一層の連携を 図り 、新たな森林経営管理制度に基

づいた林業経営と 森林資源の適切な管理の両立に取り 組むと と も に、水産資源の確保と 水産物の特産

品化を促進すると と も に、水産業関連施設等の環境整備に取り 組みます。

　 自立し た持続可能な地域を 目指し 、「 地域振興のための商工・ 観光」と いう 側面から 、移住定住の促進

や交流人口の増加、人口流出の抑制に必要な経済的な環境を 整えるため、商工関係団体をはじ め多様

な主体と の協働を 主導的に進めると と も に商工観光分野を中心とし た地域ビジョ ンに基づいて、町が担

う べき 役割を 着実に実行し 、地域内の消費拡大、経済循環を 促進し 、事業者の活力を 生み出すまち づく

り を進めます。

　 ハローワーク や南三重地域就労対策協議会と 連携し 、地域の実情に即し た労働、雇用対策に取り 組む

と と も に、多様な人々が安心し て持続的に働ける労働環境の実現を目指し ます。



基本目標５ と も に学びあい人と 文化を育むまちづく り（ 教育・ 文化・ スポーツ）

施 策 の 方 向 性

 少子高齢化に加え人口減少が進む中、心豊かに生き がいを感じ ながら 暮ら すこと ができる質の高い教

育と 文化のまち づく り を 実現するため、安全で安心な教育環境の整備に向けて、「 御浜町新統合小学校

及び統合中学校基本計画」に基づき 、つながり ある９ 年間の学習に対応し た新し い時代の学びを 行う 新

統合小・ 中学校の建設・ 開校に取り 組みます。

　 また、瑞々し い感性と 確かな学力を 備え、未来を 切り 拓き 逞し く 生き 抜く 人材を 育成し 、自尊感情・ 自

己有用感［ ※］に富んだ青少年の健全育成に取り 組みます。

 住民主体の芸術・ 文化・ スポーツ・レクリ エーショ ン 活動を促進するため、社会教育環境の充実と 生涯を

通し て学びと 自己実現を図る学習機会の提供に取り 組みます。

　 また、地域人材、地域資源を 活用し 、「 紀伊山地の霊場と 参詣道」とし て世界遺産に登録さ れた熊野古

道（ 伊勢路）をはじ め、地域に受け継がれる有形・ 無形の伝統文化の保存・ 継承と 発展に努めること によっ

て「 みはま」らし い特色ある文化のまちづく り を目指し ます。
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基本目標５ と も に学びあい人と 文化を育むまちづく り（ 教育・ 文化・ スポーツ）

施 策 の 方 向 性

 少子高齢化に加え人口減少が進む中、心豊かに生き がいを感じ ながら 暮ら すこと ができる質の高い教

育と 文化のまち づく り を 実現するため、安全で安心な教育環境の整備に向けて、「 御浜町新統合小学校

及び統合中学校基本計画」に基づき 、つながり ある９ 年間の学習に対応し た新し い時代の学びを 行う 新

統合小・ 中学校の建設・ 開校に取り 組みます。

　 また、瑞々し い感性と 確かな学力を 備え、未来を 切り 拓き 逞し く 生き 抜く 人材を 育成し 、自尊感情・ 自

己有用感［ ※］に富んだ青少年の健全育成に取り 組みます。

 住民主体の芸術・ 文化・ スポーツ・レクリ エーショ ン 活動を促進するため、社会教育環境の充実と 生涯を

通し て学びと 自己実現を図る学習機会の提供に取り 組みます。

　 また、地域人材、地域資源を 活用し 、「 紀伊山地の霊場と 参詣道」とし て世界遺産に登録さ れた熊野古

道（ 伊勢路）をはじ め、地域に受け継がれる有形・ 無形の伝統文化の保存・ 継承と 発展に努めること によっ

て「 みはま」らし い特色ある文化のまちづく り を目指し ます。
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　 本計画では、行政事務部門について、計画を下支えすると いう 観点から 、基本目標と は別立

ての項目とし て、新たに「 目指すべき行政の姿」と いう 項目を設定しまし た。

　 基本構想に掲げる本町の将来像『 一人ひとり が、幸せを実感し 、「 みはま」らしく 輝く まち 』を

住民とともに実現し ていく ため、「 計画行政の推進」と「 健全財政の堅持」を基本姿勢に、意欲を

持ち、工夫を凝らし 、住民の信頼に応えられる行政を目指し 、次の３ つの施策に全庁あげて取り

組みます。

方針１ 住民参加のまちづく り の推進

　「 と も に支え合い、と も に手掛ける 地域づく り 」の実現を目指し 、それぞれの地域の実情を 踏まえた自

立的なコミ ュニティ の形成を促進し ます。

　 住民参画型の計画策定、ボラ ンティ ア活動や市民活動等の多様な地域貢献活動の促進、広報・ 広聴や

情報公開機能の充実など 、多く の住民が町政情報を 共有し 、町政への関心を 高める 行政運営を 進めま

す。

方針２ 質の高い自治体経営の実現

　 自立し た質の高い自治体経営の実現を目指し 、効率的な行政運営と 効果的な住民サービ スの提供に

主眼をおいた行政改革を進めます。

　 施策、事業全般の評価、点検、見直し を 行う ほか、組織機構の再編や適切な定員管理、受益と 負担の

適正化など不断の改革に取り 組みます。

　 また、地方分権の進展や住民の生活圏域が拡大する 中、職員研修計画に基づいた職員研修の実施や

人事評価制度の運用、専門職等多様な人材の確保など 、効果的かつ効率的な人材育成に取り 組むと と

も に、県や近隣自治体と の広域連携をより 一層推進し ます。

　 さ ら なる人口減少に備え、A I（ 人工知能）・ RPA［ ※］（ ロボテッ ク・ プロセス・ オート メ ーショ ン）などの新た

なICT技術の活用や行政手続のオンライン化、情報システムの標準化、職員の情報リ テラ シー［ ※］の向上

などを推進し 、住民サービスの利便性の向上と 質の高い行政サービ スの実現を目指し ます。

　 また、個人情報の適正な管理と 職員の接遇能力の向上を 図ると と も に、窓口サービ スの充実に取り 組

み、住民満足度の向上を図ります。

方針３ 財政基盤の強化

　「 計画行政」と「 健全財政の堅持」を基本姿勢に、職員一人ひとり が財政規律を意識し 、選択と 集中によ

る事業の重点化、費用対効果の検証を行う など、効率的な財政運営に取り 組みます。

　 また、持続可能なまち づく り を 進めるため、公有財産の適正な管理を 推進すると と も に、ふるさ と 納税

や町税の適正な課税、徴収や補助金等の制度を有効に活用し た財源確保に取り 組みます。

行政運営

「 目指すべき 行政の姿」

第   章3

3 8


